
船舶事故調査報告書 

平成２９年７月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１月７日 ２０時５０分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡市六
む

島南西方沖 

 六島灯台から真方位２２０°３.４海里付近 

 （概位 北緯３４°１５.４′ 東経１３３°２９.４′） 

事故の概要  液体化学薬品ばら積船貴和
き わ

丸は、北進中、また、油タンカー第三

新生
しんせい

丸は、東北東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年２月７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 貴和丸、１９７トン 

   １２８７９９、井元保海運有限会社 

Ｂ 油タンカー 第三新生丸、１３１トン 

   １２９５２８、一伸汽船有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

  航海士Ａ、六級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２人が乗り組み、法定灯火を表示

し、約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ）で自動操舵に

より北進していた。 

 航海士Ａは、備後灘の推薦航路線に沿って東北東進する５隻の船舶

及び西南西進する３隻の船舶を順次避けることとし、手動操舵に切り

替えて小刻みに舵の操作を行っていたところ、左舷船首方至近にＢ船

を認め、機関を中立運転として右舵一杯を取ったものの、Ｂ船と衝突

した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、法定灯火を表示し、約９knの

速力で自動操舵により東北東進していた。 

 船長Ｂは、右舷船首方に認めたＡ船の方位が、左に変化しているよ

うに見えたので、Ｂ船の船首方を通過していくものと思い、船尾方か

ら接近する同航船の動静を確かめた後、右舷船首方至近にＡ船を認

め、左舵一杯を取ったものの、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、航海士Ａが、推薦航路を横切る際、左舷方から接近する船



 舶に対する見張りを適切に行っていなかったことから、他船を避けて

いるうちにＢ船と接近していることに気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ｂ船の船首方をＡ船が通過していくものと思

い、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったことから、右舷船

首方から衝突のおそれのある態勢で接近するＡ船に気付くのが遅れ、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が北進中、Ｂ船が東北東進中、航海士Ａ及び

船長Ｂが共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

 


